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中国特許侵害訴訟の賠償判決事件トップ 10 

 

特許侵害訴訟が頻発している現在、中国では 5 年近く何件の特許侵害訴訟事件

が審理されたかを知っているでしょうか。 

以下では中国でここ 5 年間に審理された特許侵害訴訟事件の件数に対した統計

と分析を行う。 

 

ここ 5年間の中国特許侵害訴訟の概況 

 

2016年 10月から2021年 10月までの5年間に結審した知財事件が45,561件となる。

このうち結審した民事事件が 36,883 件で、総件数の 80.95%を占めている。 

 

 

 

近年、中国の特許出願件数の増加に伴い、特許権者の権利保護意識が絶えずに強化され、

特許侵害訴訟事件の件数も年々増やし続け、特に高額賠償判決の事件も続々と現れてい

る。それと同時に、商標登録がより便利化になるとともに、深刻な悪意を持って商標を

先取り、商標登録秩序を乱すなどの問題も大量に発生している。 

 

今回の NewsLetter では、中国特許侵害訴訟の賠償判決事件トップ 10 及び近日北京知的

財産権裁判所の記者会見内容を紹介し、皆様が中国の特許侵害訴訟の状況をより直感的

にご理解することを増進すれば幸いである。 
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2018 年には特許侵害訴訟のピークに達し、そのうち毎年の 12 月が特許侵害訴訟事件

のピークとなっている。 

 

結審された一審事件のうち、発明、実用新案及び意匠に関する事件の割合はそれぞれ

20.81%、31.15%、48.05%であった。二審事件では、意匠に関わる事件が最も高く、39.5%

に達した。 

 

 

権利侵害事件のうち、発明、実用新案及び意匠に関する事件の割合はそれぞれ 13.8%、

30.47%、55.73%で、意匠に関する事件の数が最も多かった。 
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訴訟地区の分布:広東省が頻発、北京が第 2位 

2016年 10月から2021年 10月までの5年間に結審された事件は31の省/直轄市/自治

区に関連しており、そのうち広東、北京、浙江の事件数は上位にランクされている。 

この5年間(2021年10月現在まで)、広東省は15,649件の特許侵害訴訟事件を結審し、

北京は 10652 件の特許侵害訴訟事件を結審し、浙江省は 4,661 件の特許侵害訴訟事件

を結審した。 

 

中国特許侵害訴訟事件を審理する裁判所のうち、知的財産権専門裁判所が 30.22%(主

に北京、上海、広州の 3院)、中級裁判所が 39%、高級裁判所が 20.08%、最高級裁判

所が 7.11%を占めた。 
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権利侵害事件の類型分布 

発明と実用新案に関する事件においては、H 04 N、F 21 V、F 16 K が訴訟の焦点とな

っている。意匠に関わる事件のうち、26-05 分野が最も集中している。 

このうち、結審した F 21 V の特許侵害訴訟事件が 656 件、F 16 K の特許侵害訴訟事

件が 514 件、H 04 N の特許侵害訴訟事件が 424 件となる。 

 

 

中国特許権利侵害事件において、意匠権紛争を主とし、54.73%を占めている。 
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中国における最近５年間の賠償判決事件トップ 10 を付け 

 

 

北京知的財産権裁判所: 悪意のある商標先取行為を公開し、特許局と連合して

源から治理する! 
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2021年 12 月 23 日、北京知的財産権裁判所は北京の「両区」i建設に良質な知的財産

権司法サービスを提供するための記者会見を開いた。同院は深刻な悪意のある商標の

先取に対して公開露出を行い、同時に司法提案や特定のメカニズムで国家知的財産権

局の自発的無効宣告プログラムを活性化するなどの方法で、源から治理を強化してい

る。 

 

仕事の方案に基づいて、北京知産裁判所は深刻な悪意のある商標の先取、商標登録秩

序の乱れなどの行為に対して、関連主体または代理機構(特許出願を代理する特許事

務所と指す)に対して公開情報の開示を行い、司法の提案または特定のメカニズムで

国家知的財産権局の自らの無効宣告手順を活性化するなどの方式を採用し、源から治

理を強化し、知的財産権の質を高める。 

 

同時に、デジタル経済関連の新業態新モデルの発展状況を深く研究し、法に基づいて

データ権益、データ取引、データサービス、データ市場に関する不正競争事件を審理

する。ビッグデータと文化観光、文化創意、飲食サービス、現代製造業などの分野の

融合発展による新しいタイプの紛争に密接に注目し、オンライン教育、オンライン医

療、遠隔勤務、クラウド会議などの新業態分野の事件研究を強化し、5 G、ビッグデ

ータプラットフォーム、車ネットワークなどの新型デジタル化インフラ建設、伝統的

なインフラのデジタル化改造とデジタル経済モデル応用シーン建設の司法保護を強

化する。 

 

また、北京知的財産権裁判所は知財侵害の違法行為の処罰に引き続き力を入れ、知的

財産権の罰則的賠償制度を貫徹・実行する。知的財産権裁判の法則に合致するプログ

ラム的な保護に力を入れ、操作性のより強い保全活動規範を制定し、法に基づいて証

拠保全、弁護士調査令などの方式を通じて権利侵害証拠をタイムリーに固定し、訴前

行為保全などの措置を適切に運用し、権利侵害違法損害の継続発生をタイムリーに防

止する。 

 

北京知的財産権裁判所は 2014 年 11 月に設立され、設立されたから 7周年を迎えた。

7年間以来、知的財産権裁判所が受理した各種知的財産権事件は 12 万件を超え、結審

したのは 11 万件を超えた。 

 

1.北京両区の建設とは、国家サービス業拡大開放総合モデル区と北京自由貿易試験区の 2区を指す。 

                                                             
 


